
１：基礎資格
（１）幼稚園、小学校、中学校、高等学校のいずれかの普通免許状を有すること
（２）上記のいずれかの免許状を取得後、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校いずれかの学校において教諭・講師等
　　　として３年以上の在職年数があり、良好な成績である旨の所属長の証明を得ることができること。
　※　非常勤講師の場合は算定方法が異なります。
　※　３年の在職年数には、産前産後休暇、育児休業等の休職期間のほか指導主事として勤務した期間や、養護教諭、実習助手、
　　寄宿舎指導員（寮母）として勤務した期間等は含まれません。

２：単位について
　　特別支援学校教諭免許状には、「視覚障害」「聴覚障害」「知的障害」「肢体不自由」「病弱」の5つの領域があります。
　　長崎県免許法認定講習のみで単位修得する場合、知的障害・肢体不自由・病弱の領域のみを単独で取得することはできません。
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   ※長崎県免許法認定講習で特別支援学校教諭二種免許状を取得する場合の必修科目です。

（１）長崎県の認定講習では、第3欄の「含む領域」に視覚障害および聴覚障害の領域が含まれていないため、
　　　第2欄において視覚障害および聴覚障害の領域を定める必要があります。 

（２）単位の修得については、長崎県免許法認定講習による単位修得のほか、他県の認定講習、通信制大学の科目等履修等との
組み合わせによる修得も可能です。

 長崎県免許法認定講習による 特別支援学校教諭二種免許状の取得方法について（教育職員免許法別表第７）
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